
 

重要事項説明書 

｛令和 6年 6月１日現在｝ 

 

１ 施設の設置及び通所介護施設の概要 

 

 （１）名称     幸風デイサービスセンター福部 

 （２）所在地    鳥取県鳥取市福部町湯山４００－１ 

 （３）電話番号   （０８５７） ７４ － ３７６１    

 （４）代表     管理者  森山 信幸 

 （５）設立年月   平成２６年１０月   

 （６）施設の種類  通所介護施設 

 （７）事業実施地域 鳥取市 

 （８）事業所の目的 介護保険法令に従って、利用者が居宅において可能な限り、その有する能力に 

           応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、利用

者に対して、所定の通所介護サービスを提供させて頂きます。 

 （９）事業所の運営方針  ※契約書に記載しております。 

 （１０）利用定員   ２４名 

 （１１）勤務体制    

 月～日（１単位目）  

管理者 １名（常勤兼務１） デイサービスセンター運営に関する多岐に渡る諸業務等。   

生活相談員 １１名 利用者との相談業務や多職種、他機関との調整等。   

介護士 １２名 利用者に対する食事、入浴、排せつ介助等。   

看護職員 ５名 利用者の看護、体調管理、服薬、衛生等の管理。 

機能訓練士 ５名 利用者に対して計画を立て機能訓練を行う。 

機能訓練指

導員 

５名 介護士と連携して、体操等を行う。 

 

 

２ この事業所の営業日時について 

  営 業 日    毎週月曜日から日曜日まで 

  営 業 時 間  午前８時から午後２時３０分まで 

  サービス提供時間 午前８時３０分から午後１時４０分まで 

※ 通常の営業時間を超えてサービスの提供を希望される場合には、お早め

にお申し出ください 

   

３ 介護保険給付対象サービス 

（１） 日常生活上の援助 

      日常生活動作能力に応じて必要な介助を行います。 

     ア 排泄の介助 



     イ 移動の介助 

     ウ 利用中の容態急変に伴う受診の介助その他必要な身体の介助 

     エ 養護  

（２） 健康状態の確認 

     ア 心身状況の聴き取り 

     イ 体温、脈拍、血圧の測定 

（３） 機能訓練サービス 

       日常生活を営むのに必要な身体機能の減退を防止するための訓練並びに心身の 

活性化を図るための各種サービスを提供します。 

     ア 日常生活動作に関する訓練 

     イ アクティビティーサービス 

     ウ グループワーク 

     エ 行事的な活動 

     オ 趣味活動 

     カ 体操 

（４） 送迎サービス 

※ 所定の運行時刻表に基づいて送迎しますが、他の利用者の介護状態によ

っては到着時刻が多少、前後する場合もあります。あらかじめ、ご了承

ください。 

※ 必要に応じて居宅と送迎車輌との間も介助します。遠慮なくお申し出く

ださい。  

（５） 入浴サービス 

     ア 入浴の形態     一般浴槽による入浴 

     イ 介助の種類     衣類の着脱、身体の清拭，洗髪、洗身、その他の介助 

（６） 食事サービス 

     ア 準備、後始末の介助、摂取の介助 

     イ 刻み食などへの調理 

     ウ その他の介助 

※ 刻み食など二次調理の費用はいただきません。 

     

（７） 通所介護に関する相談、助言サービス 

      指定居宅介護支援事業所と連携して、利用者及びその家族等の居宅における介護方法

等について相談を受けるとともに、助言を行います。                       

（８） その他のサービス 

      失禁等により衣服の着替えが必要となった場合には、着替えを無料で貸し出します。 

     次回の利用日までにお返しください。 

４ 利用料金について 

 

（１） 介護保険給付対象サービス  



 ア 通常規模型通所介護費（１日あたり） 

               

   要介護１          ５７０円（介護報酬５，７００円） 

   要介護２          ６７３円（介護報酬６，７３０円） 

   要介護３          ７７7円（介護報酬７，７7０円） 

   要介護４          ８８０円（介護報酬８，８００円） 

   要介護５          ９８４円（介護報酬９，８４０円）   

イ 入浴介助加算           ４０円（介護報酬  ４００円） 

ウ 送迎減算            －９４円（介護報酬 －９４０円） 

エ 中重度者ケア体制加算       ４５円（介護報酬  ４５０円） 

オ 認知症加算            ６０円（介護報酬  ６００円） 

カ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ     ５６円（介護報酬  ５６０円） 

キ  サービス提供体制強化加算（Ⅰ）１ １８円（介護報酬  １８０円） 

      （１月あたり） 

ク 科学的介護推進体制加算      ４０円（介護報酬  ４００円） 

ケ 個別機能訓練加算（Ⅱ）      ２０円（介護報酬  ２００円） 

  コ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 上記算定した 1か月合計の単位数の 1000分の 80を 

乗じた単位数 

サ 高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の 100分の 1の単位数を減算 

シ 業務継続計画未実施未実施減算 所定単位数の 100分の 3の単位数を減算 

ス 介護保険からの給付サービスを利用する場合は、利用者負担割合に応じた額とする。 

   （但し、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります） 

（１） 介護保険給付対象外サービス 

ア 保険給付限度額を超えて利用される場合の料金は上記（１）と同様とします。 

       イ 食費（食材料費＋調理費）                 ５００円 

       ウ おやつ代                          ５０円 

       エ その他                            実費 

         ※介護保険負担割合証に基づいての料金となります。 

 

※ 保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場合、要介護度等に応じて介護報酬相当額を 

 お支払いください。その際、サービス提供証明書を発行します。この証明書を市町村の担当窓口に提

出すれば、自己負担分を差し引いた金額が払い戻してもらえます。 

 

５ 相談、要望、苦情等の窓口について 

     通所介護サービスに関するご相談、ご要望、苦情等がありましたら、遠慮なく、お申し出く

ださい。 

   

 幸風デイサービスセンター福部   TEL ０８５７－７４－３７６１ 

                    FAX ０８５７－７４－３７６２ 



    

幸風デイサービスセンター福部 

    苦情受付責任者   森山 信幸（管理者）     ０８０－６６２６－１２１３（携帯） 

    苦情解決責任者   福谷 一郎          ０８５７－２９－５５２７（自宅） 

 

市町村の介護保険担当窓口、鳥取県国民健康保険団体連合会、鳥取県社会福祉協議会でも受け付けます。 

 

 １、鳥取市介護保険担当窓口       ＴＥＬ ０８５７－３０－８２１２ 

                     ＦＡＸ ０８５７－２０－３９０６ 

 

 ２、鳥取県国民健康保険団体連合会    ＴＥＬ ０８５７－２０－３６８１ 

                     ＦＡＸ ０８５７－２９－６１１５ 

 

 ３、鳥取県社会福祉協議会        ＴＥＬ ０８５７－５９－６３３５ 

                     ＦＡＸ ０８５７－５９－６３４０ 

 

６ サービス利用に当っての留意事項 

  サービスの利用に当っては、医師の診断や日常生活の留意事項、利用当日の健康 

  状態を職員に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受ける様お願いします。 

 

７ 事故発生時の対応 

  通所介護サービス及び通所介護予防サービスの提供により利用者に事故が発生した場合は、「指定

居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」（平１１．３．３１厚令３７）第１０

５条の規定により、速やかに次に揚げる措置を行います。 

（１） 利用者の家族、市町村及び利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、医療な

どの必要な措置を行います。 

（２） 事故の内容や状況により損害賠償が必要と判断される場合は、損害賠償する旨を利用者及び

その家族に説明するとともに、それに係る手続きを行います。 

 

８ 緊急時における対処方法 

  通所介護従業者は、利用者が通所介護利用中に病状等の急変、緊急事態が生じた時は、速やかに 

  主治医、家族等に連絡を取り必要な処置を講じます。 

９ 非常災害対策 

   火災・土砂災害時には、避難確保計画をもと利用者の生命を守る為に円滑かつ迅速な 

   通報・情報収集・職員収集・避難誘導を行います。 

 

 

 

１０ 提供するサービスの第三者評価の実施状況       あり       なし 



   実施年月日     年    月    日 

   評価期間 

   評価結果の開示                   あり       なし 

 

令和   年   月   日 

  

通所介護サービス及び通所介護予防サービスの提供に際し、利用者に対して契約書及びこの書面に基づ

いて重要な事項を説明しました。 

 

      説明者   所在地   鳥取県鳥取市福部町湯山４００－１ 

 

            名称    幸風デイサービスセンター福部 

 

            職・氏名                     

                                               

 

  契約書及びこの書面により、事業者から重要事項の説明を受け、通所介護サービスの提供開始に 

 同意しました。 

※同意署名欄は本人様に該当する番号の項目に署名をお願いいたします。 

・本人の判断能力・同意・自署・契約出来る①②に署名 

・本人の判断能力・同意ができるが、自署できない①②③④⑤に署名 

・本人に判断能力・同意・自署・契約ができない①②⑥⑦に署名 

 

※計画書の説明を受け、その内容に同意し控えを受け取りました。 

同意年月日   令和   年   月   日 

① 利用者住所 

      

② 利用者名 

 

③ 代筆者名 

 

④ 代筆者住所 

 

⑤ 代筆理由 

 

⑥ 代理人 

 

⑦ 代理人住所  


